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第８３号議案 

 

 

 

芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費用弁償に関する

条例の制定について 

 

 

 芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費用弁償に関する条例

を別紙のように定める。 

 

 

令和元年１２月１０日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 伊 藤  舞    

 

 

 

 

提案理由 

 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い，地方公務員法第

２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費用弁償

に関し必要な事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費用弁償に関する

条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２４条第５項の規定に基づき，第２２条の２第１項第１号の規定により

採用された職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）の報酬，期

末手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。 

（報酬） 

第２条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，その職務の級（芦屋市フルタ

イム会計年度任用職員の給与に関する条例（令和元年芦屋市条例第  号。以下

「会計年度任用職員給与条例」という。）別表第２の規定による級をいう。）に

応じて算定する基準月額（パートタイム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務

時間が３８時間４５分であるとした場合において，その職務の内容及び責任並び

に職務遂行上必要となる知識，技術及び職務経験等に照らして，会計年度任用職

員給与条例第３条及び第４条の規定を適用して得た額。以下同じ。）を基に，次

項から第４項までに規定する計算により決定するものとする。 

２ 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，基準月額に，当該パ

ートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間を３８．

７５で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，その端数を

切り捨てた額。以下この条において同じ。）とする。 

３ 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，基準月額を２１で除

して得た額に，当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１日当た

りの勤務時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，基準月額を１６２．

７５で除して得た額とする。 

（地域報酬） 

第３条 パートタイム会計年度任用職員には，前条第２項から第４項までに規定する

報酬の額に１００分の１５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，その
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端数を切り捨てた額）を地域報酬として支給する。 

（特殊勤務報酬） 

第４条 パートタイム会計年度任用職員が芦屋市一般職の職員の給与に関する条例

(昭和３２年芦屋市条例第１１号。以下「給与条例」という。)第１４条に規定す

る種類の業務に従事したときは，特殊勤務報酬を支給する。ただし，規則で定め

る場合を除く。 

２ パートタイム会計年度職員の特殊勤務報酬の支給については，給与条例の適用を

受ける一般職の常勤の職員（以下「一般職の職員」という。）に支給される特殊

勤務手当の例による。 

（報酬の減額） 

第５条 報酬を月額又は日額で定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時

間に勤務しないときは，年次休暇若しくは特別休暇（有給のものに限る。）によ

る場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き，その

勤務しない１時間につき，第９条に規定する勤務１時間当たりの報酬額を減額し

た報酬を支給する。 

（時間外勤務報酬） 

第６条 パートタイム会計年度任用職員であって，当該パートタイム会計年度任用職

員に定められた正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間

に勤務することを命じられた者には，その正規の勤務時間以外の時間に勤務した

全時間に対し，時間外勤務報酬を支給する。 

２ 正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給

されることとなる日を除く。次項において同じ。）における時間外勤務報酬の額

は，正規の勤務時間以外の勤務１時間につき，第９条に規定する勤務１時間当た

りの報酬の額に１００分の１２５（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は，その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た

額とする。ただし，パートタイム会計年度任用職員が正規に割り振られた日にお

いて，正規の勤務時間を超えてした勤務のうち，その勤務の時間とその勤務をし

た日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間のこの項

本文の規定の適用については，「１００分の１２５」とあるのは，「１００分の

１００」とする。 

３ 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報

酬の額は，正規の勤務時間以外の勤務１時間につき，第９条に規定する勤務１時
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間当たりの報酬の額に１００分の１３５（その勤務が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合は，その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じ

て得た額とする。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ，正規の勤務時間を超えてした

勤務の時間が１月について６０時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には，

その６０時間を超えて勤務した全時間に対して，前各項の規定にかかわらず，勤

務１時間につき，第９条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１５

０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は，その割合

に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給

する。 

５ 第２項ただし書に規定する７時間４５分に達するまで間の勤務に係る時間につい

て前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用につ

いては，同項中「１００分の１５０」とあるのは，「１００分の１００」とする。 

（休日勤務報酬） 

第７条 パートタイム会計年度任用職員であって，国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号。以下「祝日法」という。）に規定する休日及び１２月２９

日から翌年の１月３日までの休日（祝日法による休日を除く。）並びにこれらの

休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者（これら

の休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされ

た者を除く。）には，休日勤務報酬を支給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員の休日勤務報酬の額については，一般職の職員に

支給される休日勤務手当の例による。 

（夜間勤務報酬） 

第８条 パートタイム会計年度任用職員であって，定められた正規の勤務時間として

午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務することを命じられた者には，夜

間勤務報酬を支給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務報酬の額については，一般職の職員に

支給される夜間勤務手当の例による。 

（勤務１時間当たりの報酬額の算出） 

第９条 勤務１時間当たりの報酬額は，次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用

職員の区分に応じて，それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 報酬を月額で定めるもの 第２条第２項及び第３条の規定により計算して得た
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額に１２を乗じ，その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから規則

で定める時間を減じたもので除して得た額 

(2) 報酬を日額で定めるもの 第２条第３項及び第３条の規定により計算して得た

額を１日に勤務する時間数で除して得た額 

(3) 報酬を時間額で定めるもの 第２条第４項及び第３条の規定により計算して得

た額 

（期末手当） 

第１０条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対して支給する。ただし，規則で

定める者を除く。 

２ 期末手当の額は，基準日の報酬（地域報酬を含む。以下この項において同じ。）

の月額に１００分の１３０を乗じて得た額に，基準日以前の６か月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の表の左欄に掲げる区分に応じ，同表の右欄に掲げ

る割合を乗じて得た額とする。ただし，日額又は時間額によって報酬を定めるパ

ートタイム会計年度任用職員の基準日の報酬の月額については，基準日以前６か

月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の１月当

たりの平均額とする。 

在職期間 割合 

6月 100分の100 

5月以上6月未満 100分の90 

4月以上5月未満 100分の80 

3月以上4月未満 100分の65 

2月以上3月未満 100分の50 

1月以上2月未満 100分の35 

1月未満 100分の30 

３ パートタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において，引き続き採用

されたとき（法第２２条の２第１項第２号の規定により採用された場合を含む。）

の在職期間の扱いについては，引き続きその職にあった者とみなし，在職期間を通

算する。 

４ パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は，一般職の職員の例による。 

（報酬の支給方法等） 

第１１条 パートタイム会計年度任用職員の報酬（地域報酬，特殊勤務報酬，時間外

勤務報酬，休日勤務報酬及び夜間勤務報酬を含む。以下この条において同じ。）

は，月の１日から末日までを計算期間（第４項において「計算期間」という。）
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とし，規則で定める日に支給する。 

２ 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には，その日からの報酬を支給

する。 

３ パートタイム会計年度任用職員が退職したときは，その日までの報酬を支給する。 

４ 報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員に対し前２項の規定によ

り報酬を支給する場合であって，計算期間の初日から支給するとき以外のとき，

又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは，その報酬額はその計算期間

の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによ

って計算する。 

５ パートタイム会計年度任用職員の報酬から控除することができるものは，一般職

の職員の給与の例による。 

６ パートタイム会計年度任用職員の報酬の口座振替の方法は，一般職の職員の給与

の例による。 

（市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等） 

第１２条 職務の特殊性等その他特別の事情により，この条例の規定によることが著

しく困難であるパートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当については，

第２条から第１０条までの規定にかかわらず，市長が常勤の職員との権衡並びに

その職務及び勤務条件を考慮し，規則で定める。 

（通勤に係る費用の弁償） 

第１３条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償は，通勤回数等を

考慮して規則で定めるものとする。 

（出張に係る費用の弁償） 

第１４条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは，出張に係る

費用を弁償する。 

２ 出張に係る費用の弁償は，芦屋市職員等の旅費に関する条例（昭和４１年芦屋市

条例第１７号）の規定により一般職の職員に支給される旅費の例による。この場

合において，パートタイム会計年度任用職員は，給与条例第３条第１項第１号に

規定する行政職給料表の１級の職務にある者とみなす。 

（休職者の報酬等） 

第１５条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し，若しくは疾病にかかり，

又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項，

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項又は芦屋市議会
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の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年芦屋市条

例第２５号）第２条の２第１項に規定する通勤をいう。）により負傷し，若しく

は疾病にかかり法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたと

きは，その休職の期間中，これに報酬，地域報酬及び期末手当の全額を支給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員が法第２８条第２項第２号に掲げる事由に該当し

て休職にされたときは，その休職の期間中，これに報酬及び地域報酬のそれぞれ

の１００分の６０以内を支給することができる。 

３ 前２項の場合を除き，休職中のパートタイム会計年度任用職員の報酬，地域報酬

及び期末手当については，これを支給しない。 

（補則） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において，地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号。以下「改正

法」という。）による改正前の法（以下「改正前の法」という。）第３条第３項

第３号の規定により特別職として任用されていた者又は改正前の法第２２条第５

項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者（以下「非常勤嘱託職員

又は臨時的任用職員」という。）であって，施行日以後引き続き会計年度任用職

員（改正法による改正後の法第２２条の２第１項第１号に規定する職員をいう。）

に任用されたものの令和２年６月の期末手当の算定に当たっては，基準日以前の

６か月以内の期間におけるその者の在職期間については，前会計年度において非

常勤嘱託職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間を，この条例の適用

を受ける職員として在職した期間とみなす。 
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参 照 

 

 

芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費用弁償に関する条

例の制定要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い，地方公務員法

第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費

用弁償に関し必要な事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 

２ 制定の内容 

(1)   報酬（第２条関係） 

  パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，その職務の内容及び責任並び

に職務遂行上必要となる知識，技術及び職務経験等に照らしてフルタイム会計

年度任用職員の給料表を適用して算定した基準月額を基に，次のアからウまで

に規定する計算により決定するものとする。（いずれも１円未満の端数は，切

り捨てとする。） 

ア 報酬を月額で定める場合 

  基準月額×（その者の１週間当たりの勤務時間÷３８時間４５分） 

イ 報酬を日額で定める場合 

  （基準月額÷２１日）×（その者の１日当たりの勤務時間÷７時間４５分） 

ウ 報酬を時間で定める場合 

  基準月額÷１６２．７５時間 

(2)  地域報酬（第３条関係） 

  パートタイム会計年度任用職員には，(1)アからウまでの報酬の額に１００分

の１５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てた

額）を地域報酬として支給する。 

(3) 特殊勤務報酬（第４条関係） 

   パートタイム会計年度任用職員が特殊勤務に従事したときは，芦屋市一般職の

職員の給与に関する条例の適用を受ける一般職の常勤の職員（以下「一般職の職

員」という。）の例により特殊勤務報酬を支給する。ただし，規則で定める場合
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を除く。 

(4) 報酬の減額（第５条関係） 

   報酬を月額又は日額で定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間

に勤務しないときは，年次休暇若しくは有給の特別休暇による場合又は任命権者

の承認があった場合を除き，その勤務しない１時間につき２(8)に規定する勤務

１時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。 

(5) 時間外勤務報酬（第６条関係） 

   パートタイム会計年度任用職員であって，正規の勤務時間以外に勤務すること

を命じられた者には，その正規の勤務時間以外に勤務した全時間について，下記

アからウまでの区分により時間外勤務報酬を支給する。 

  ア  正規の勤務時間が割り振られた日（２(6)の休日勤務手当が支給される日を

除く。イにおいても同じ。） 

正規の勤務時間以外の勤務１時間につき，勤務１時間当たりの報酬額に１０

０分の１２５（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合

は，その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額 

     ただし，正規の勤務時間を超えてした勤務のうち，その勤務の時間とその日

の正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間については，上記

の「１００分の１２５」は「１００分の１００」とする。 

  イ アの日以外の日 

正規の勤務時間以外の勤務１時間につき，勤務１時間当たりの報酬額に１０

０分の１３５（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合

は，その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額 

  ウ 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が１月に６０時間を超えた場合 

６０時間を超えてした勤務１時間につき，勤務１時間当たりの報酬額に１０

０分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合

は，その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額 

ただし，正規の勤務時間を超えてした勤務のうち，その勤務の時間とその日

の正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間については，上記

の「１００分の１５０」は「１００分の１００」とする。 

(6) 休日勤務報酬（第７条関係） 

      パートタイム会計年度任用職員が休日に勤務したときは，一般職の職員の例に

より休日勤務報酬を支給する。 
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(7) 夜間勤務報酬（第８条関係） 

   パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後１０時から翌日午

前５時までの間に勤務をしたときは，一般職の職員の例により夜間勤務報酬を支

給する。 

(8) 勤務１時間当たりの報酬額の算出（第９条関係） 

   パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額は，次のアからウ

までの区分に応じて，それぞれ次のとおりとする。  
 

ア 報酬を月額で定める場合 

       （報酬月額＋地域報酬(月額)）×１２ 

１週間当たりの勤務時間×５２－規則で定める時間 
 

イ 日額で定める場合 

         報酬日額＋地域報酬(日額) 

         １日当たりの勤務時間 
 

ウ 時間で定める場合 

        報酬時間額＋地域報酬(時間額) 
 

(9) 期末手当（第１０条関係）  

  ア 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞ

れ在職するパートタイム会計年度任用職員に対して支給する。ただし，規則で

定める者を除く。 

イ 期末手当の額は，基準日の報酬（地域報酬を含む。以下この項において同

じ。）の月額に１００分の１３０を乗じて得た額に，基準日以前の６か月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の表の左欄に掲げる区分に応じ，同

表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

ただし，日額又は時間額によって報酬を定めるパートタイム会計年度任用

職員の基準日の報酬の月額については，基準日以前６か月以内のパートタイ

ム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の１月当たりの平均額と

する。 
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在職期間 割 合 

6月 100分の100 

5月以上6月未満 100分の90 

4月以上5月未満 100分の80 

3月以上4月未満 100分の65 

2月以上3月未満 100分の50 

1月以上2月未満 100分の35 

1月未満 100分の30 
 

ウ パートタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において，引き続き

採用されたとき（フルタイム会計年度任用職員として採用された場合を含む。）

の在職期間の扱いについては，引き続きその職にあった者とみなし，在職期間

を通算する。 

エ パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は，一般職の職員の例に

よる。 

(10) 報酬の支給方法等（第１１条関係） 

ア  パートタイム会計年度任用職員の報酬は，月の１日から末日までを計算期間と

し，規則で定める日に支給する。 

イ 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には，その日からの報酬を支

給する。 

ウ パートタイム会計年度任用職員が退職したときは，その日までの報酬を支給

する。 

エ 報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員に対し，上記イ又は

ウの規定により報酬を支給する場合であって，計算期間の初日から支給すると

き以外のとき，又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは，その報酬

額は日割りによって計算する。 

オ パートタイム会計年度任用職員の報酬から控除することができるものは，一

般職の職員の給与の例による。 

カ パートタイム会計年度任用職員の報酬の口座振替の方法は，一般職の職員の

給与の例による。 

(11)  市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等（第１２条関係） 

   職務の特殊性等その他特別の事情により，この条例の規定によることが著しく

困難であるパートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当については，２

(1)から(9)までの規定にかかわらず，市長が常勤の職員との権衡並びにその職務

及び勤務条件を考慮し，規則で定める。 
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(12)  通勤に係る費用の弁償（第１３条関係） 

   パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償は，１月当たりの通勤

回数等を考慮して規則で定めるものとする。 

(13)  出張に係る費用の弁償（第１４条関係） 

  ア  パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは，出張に係る費

用を弁償する。 

イ 出張に係る費用の弁償は，一般職の職員に支給される旅費の例による。 

この場合において，パートタイム会計年度任用職員は，行政職給料表の１ 

級の職務にある者とみなす。 

(14)  休職者の報酬等（第１５条関係） 

  ア  パートタイム会計年度任用職員が公務上又は通勤による負傷，疾病で休職に   

されたときは，その休職の期間中，報酬，地域報酬及び期末手当の全額を支給

する。 

  イ  パートタイム会計年度任用職員が，刑事事件に関し起訴されたときは，その

休職の期間中，報酬及び地域報酬のそれぞれの１００分の６０以内を支給する

ことができる。 

  ウ  上記ア又はイの場合を除き，休職中のパートタイム会計年度任用職員には報

酬，地域報酬及び期末手当を支給しない。 

 

３ 施行期日等 

(1) 令和２年４月１日 

(2) 経過措置 

   この条例の施行日の前日に非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員として任用され

ていた者であって，施行日以後，引き続きパートタイム会計年度任用職員に採用

されたものの令和２年６月の期末手当における在職期間の算定については，前会

計年度において非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間を，

この条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。 
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第８３号議案説明資料 

 

芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費用弁償に関する

条例施行規則（未定稿） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費

用弁償に関する条例（令和元年芦屋市条例第  号。以下「条例」という。）第

１６条の規定に基づき，条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は，条例及び芦屋市フルタイム会計年度任用職

員の給料に係る級及び号給の決定等に関する規則（令和元年芦屋市規則第  号。

以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。 

（報酬の額） 

第３条 条例第２条第１項の基準月額は，号給決定規則別表第２の職務の級及び号給

決定基準表に定める職務の級及び号給を適用した場合における給料月額とする。 

２ 条例第１２条に規定するパートタイム会計度任用職員が従事する職務は，その特

殊性により技術，経験等を特に必要とする職務とし，条例第２条に規定する報酬

の額は，月額５０万円の範囲内で任命権者が定める。 

 （経験年数を有するものの号給） 

第４条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち，経験年数を有するものの

号給は，号給決定規則第４条第２項及び第５条の規定を適用した場合における号

給とする。 

 （特殊勤務報酬） 

第５条 条例第４条第１項に規定する規則で定める場合は，パートタイム会計年度任

用職員が従事する職務ごとに，特殊勤務の種類に応じて任命権者が指定する。 

２ パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬について，その勤務の特殊性を考

慮して任命権者が特に必要があると認めるときは，芦屋市技能職員の給与に関す

る規則（平成２６年芦屋市規則第７号）の適用を受ける職員との均衡を考慮して，

別に定めることができる。 

（期末手当を支給しない者） 

第６条 条例第１０条第１項に規定する規則で定める者は，任命権者が特に指定する
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職にある者とする。 

（報酬の支給） 

第７条 条例第１１条第１項の規則で定める日は，次の各号に掲げる区分に応じ，当

該各号に定める日とする。 

(1) 報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月２０日 

(2) 報酬が日額又は時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月１０

日 

２ 前項各号に規定する日が土曜日，日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号)による休日に当たるときは，その前日においてその日に最も近

い土曜日，日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とす

る。 

 （勤務１時間当たりの端数計算） 

第８条 条例第５条に定める勤務１時間当たりの減額における勤務１時間に満たない

端数の時間の取扱いは，その端数が３０分以上のときは１時間とし，３０分未満

のときは切り捨てるものとする。 

 （勤務１時間当たりの報酬額の算出取扱い） 

第９条 条例第９条第１項第１号に定める規則で定める時間は，１８日に当該パート

タイム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務時間数を５で除した時間を乗じた

ものとする。 

２ 条例第９条の規定により得た額に１円未満の端数が生じた場合は，５０銭未満を

切り捨て，５０銭以上を切り上げる。 

（通勤に係る費用の弁償） 

第１０条 条例第１３条に規定する通勤に係る費用の弁償は，次に掲げるパートタイ

ム会計年度任用職員に支給する。 

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とするパー

トタイム会計年度任用職員（交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる

ものを除く。以下「交通機関等利用者」という。） 

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下「交通用具」という。）を使用す

ることを常例とするパートタイム会計年度任用職員（交通用具を使用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

の及び第３号に掲げるものを除く。以下「交通用具利用者」という。） 
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(3) 交通機関等利用者であり，かつ，交通用具利用者であるパートタイム会計年度

任用職員（交通機関等を利用せず，かつ交通用具を使用しないで徒歩により通勤

するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。以

下「交通機関兼用具利用者」という。） 

２ 前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償の支給

額は，次に掲げるものを除き，一般職の職員の例による。 

(1) 交通機関等利用者で１週間の勤務日数が３日以下の者 運賃等，時間及び距離

等の事情に照らし，最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によ

り算出した１日の運賃等に，当該月に通勤した回数を乗じて得た額とする。ただ

し，芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則（昭和３４年芦屋市規則第９号。以

下「通勤規則」という。）第７条第１項各号に規定する運賃等相当額を超えない

範囲とする。 

(2) 交通機関等利用者（交通機関兼用具利用者の交通機関等の利用部分を含む。）

で１日の勤務回数が２回以上ある者 勤務１回当たりの運賃等に，当該月に通勤

した回数を乗じて得た額とする。ただし，通勤規則第７条第１項各号に規定する

運賃等相当額を超えない範囲とする。 

(3) 交通用具利用者で１日の勤務回数が２回以上ある者 １回当たりの勤務につき，

２００円を支給する。 

３ 特殊な勤務条件等により，前項の規定によることができないものについては，任

命権者が別に定める。 

４ 前２項の費用弁償の支給方法は，一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて

任命権者が市長と協議して定める。 

（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は任命権者が定める。 

附 則 

 この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 


